
電気及びガス料金の高騰に伴い、大きな影響を受けている市内事業者を支援
するため「エネルギー価格高騰対策支援交付金」を支給します。

【対象者】

以下の要件すべてに該当するもの

l 県が給付する電気・ガス価格高騰緊急対策給付金を受けた者

l 勝山市内に本社を有する法人又は個人

l 市税等を滞納していない者

【交付額】

l 県給付金の３分の１の額

県給付額 ６０万円 ⇒ 市交付額 ２０万円

３０万円 ⇒ 〃 １０万円

１５万円 ⇒ 〃 ５万円

【申請に必要な書類】

l 交付申請書

l 県給付金が振り込まれた箇所が分かる通帳の写し

【申請締切】

令和５年１２月２７日（水）

令和５年度

エネルギー価格高騰対策支援交付金

【お問い合わせ・申請書等提出先】

勝山市役所商工文化課 商工振興係
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